
 

                              

 

 

 

 

 

「運輸区業務体制の見直しについて」の提案を受けました。内容については、下に記載の通りで

す。不明な点等ございましたら、地本業務部に連絡を下さい。 
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仙台地本業務部 / 湯ノ目                         

〒983-0852 

仙台市宮城野区榴岡１－４－３ 

TEL 022-297-0155 

FAX  022-291-3070  

JR   031-3981~3 

FAX  031-3980 

２０１９年 １月 ３１日 

IC 乗車券類等の普及に伴う車内補充券の取扱いの減少、入出金機の高機能化など環境が変化したこ

とから、運輸区における業務体制の見直しを行う。 

 

１ 実施概要 

  車掌交番担当を廃止し、概算業務を車掌指導担当等へ業務分担を行い指導体制の見直しを図る。 

 

２ 実施日 

  2019 年 4月 1日 

 

３ 実施個所 

  郡山運輸区、福島総合運輸区、仙台運輸区、宮城野運輸区、小牛田運輸区、会津若津運輸区、 

  山形運輸区、仙台新幹線運輸区 

 

４ 要員関係 

 標準数 

  箇所          関係職 標準数    記事 

仙台運輸区      車掌    58     【車掌 変形７H-1形※（×１）を廃止する】 

宮城野運輸区      車掌    64     【車掌 変形７H-1形※（×１）を廃止する】 

小牛田運輸区      車掌    27     【車掌 変形７H-1形※（×１）を新設する】 

山形運輸区      車掌    72       【車掌 変形７H-1形※（×１）を廃止する】 

仙台新幹線運輸区  車掌    91     【車掌 変形７H-1形※（×１）を廃止する】 

 

 要員運用 

  要員の運用については、鉄道事業部門において運用する。 

 

５ 説明等 

 関係社員に対しては、説明会等により周知する。 

 その他の社員に対しては、点呼・業務掲示等により周知する。 


